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(57)【要約】
【課題】袋が破れることがないとともに、押圧部材が材
料内に埋没してしまうことがなく、安定した吸引、圧送
動作が可能な材料圧送装置を提供すること
【解決手段】粘性材料Ｍが収容された袋１１を収容する
容器１２と、袋１１の内部に連通する穴２４、３２を備
えた押圧部材１３とを備え、当該押圧部材１３は、第１
及び第２環状部材２５、２６を含み、前記穴２４、３２
が袋１１の内部に連通する状態で袋１１の開口部１１Ａ
側を第１及び第２環状部材間に挟持するように構成され
ている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘性材料が収容された袋を収容する上端開放型の容器と、前記袋の内部に連通する通路
を備えた押圧部材と、当該押圧部材を介して袋内の材料を押圧することで前記材料が圧送
可能に設けられた材料圧送装置であって、
　前記押圧部材は、前記通路が袋の内部に連通する状態で前記袋の開口部側を挟持するよ
うに構成されていることを特徴とする材料圧送装置。
【請求項２】
　前記押圧部材は、第１環状部材と、当該第１環状部材の上部に位置する第２環状部材と
を含み、これら第１、第２環状部材の間に袋の開口部側が挟持されることを特徴とする請
求項１記載の材料圧送装置。
【請求項３】
　前記押圧部材は、第１環状部材と、当該第１環状部材の上部に位置する第２環状部材と
を含み、当該第２環状部材は、前記第１環状部材に設けられた穴に嵌合する筒部を備え、
当該筒部の外周面と前記穴の内周面との間に前記袋の開口部側が挟持されることを特徴と
する請求項１記載の材料圧送装置。
【請求項４】
　前記第２環状部材に、複数の孔が形成された板状部材が配置されていることを特徴とす
る請求項２又は３記載の材料圧送装置。
【請求項５】
　前記粘性材料が、チクソ比３以下であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項
に記載の材料圧送装置。
【請求項６】
　粘性材料が収容された袋を上端開放型の容器に収容する工程と、
　前記袋の内部に連通する通路を備えた押圧部材に前記袋の開口部側を挟持させる工程と
、
　前記押圧部材を容器内で下降させて前記材料を容器と共に押圧する工程と、
　前記押圧部材の通路内に材料を吸引させる工程とを含むことを特徴とする材料圧送方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は材料圧送装置に係り、更に詳しくは、袋内に収容された粘性材料に押圧力を付
与することにより材料を吸引して外部に圧送することができ、特に、低チクソ比の粘性材
料の圧送に好適な材料圧送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコーン樹脂等、シール剤用の材料を樹脂製の袋に収容し、当該袋の開口部をペール
缶等の容器開口部に掛け回した状態で、材料の上面側に吸引作用を奏する押圧部材を配置
し、当該押圧部材を下降させることによって押圧部材の通路に材料を吸引して外部に圧送
することのできる装置が知られている（例えば、特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公平５－４５４１７号公報
【特許文献２】特開２０１１－１６７６１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、２に記載された材料圧送装置にあっては、駆動装置を介して押圧部材を袋
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内で下降させて材料に押圧力を付与するものであるため、押圧部材は袋の内面に沿って下
降するものとなる。
　そのため、押圧部材を袋内で下降させた際に袋が破けるという不具合があった。また、
材料が低粘度であるときに、特に、押圧部材の外周面と袋の内面との間から材料がはみ出
してしまうという不都合があった。
　更に、低チクソ比の材料を圧送対象とした場合には、袋ごと材料交換を行うべく押圧部
材を袋から抜き出したときに、押圧部材の通路内面に付着した材料が垂れ落ちてしまい、
材料交換後のエアー抜き作業時に通常よりも多くの材料を捨てなければならなくなり、ま
た、材料交換の作業性を著しく低下させる、という不都合も招来する。
【０００５】
　　［発明の目的］
　本発明は、このような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、袋が押圧
部材によって破れることがないとともに、押圧部材と袋との間から材料がはみ出してしま
うことがなく、安定した吸引、圧送動作を維持することのできる圧送装置を提供すること
にある。
　また、本発明の他の目的は、材料の無駄な消費を回避しつつ材料交換時の作業性を向上
させることのできる圧送装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明は、特許請求の範囲記載の構成を採用した。すなわち
、本発明は、粘性材料が収容された袋を収容する上端開放型の容器と、前記袋の内部に連
通する通路を備えた押圧部材と、当該押圧部材を介して袋内の材料を押圧することで前記
材料が圧送可能に設けられた材料圧送装置であって、
　前記押圧部材は、前記通路が袋の内部に連通する状態で前記袋の開口部側を挟持するよ
うに構成される、という構成を採っている。
【０００７】
　本発明において、前記押圧部材は、第１環状部材と、当該第１環状部材の上部に位置す
る第２環状部材とを含み、これら第１、第２環状部材の間に袋の開口部側が挟持される、
という構成を採ることができる。
【０００８】
　また、前記押圧部材は、第１環状部材と、当該第１環状部材の上部に位置する第２環状
部材とを含み、当該第２環状部材は、前記第１環状部材に設けられた穴に嵌合する筒部を
備え、当該筒部の外周面と前記穴の内周面との間に前記袋の開口部側が挟持される構成を
採用することが好ましい。
【０００９】
　更に、前記第２環状部材に、複数の孔が形成された板状部材が配置される、という構成
を採っている。
【００１０】
　本発明における粘性材料は、チクソ比３以下のものが好適な対象とされている。
【００１１】
　また、本発明に係る材料圧送方法は、粘性材料が収容された袋を上端開放型の容器に収
容する工程と、
　前記袋の内部に連通する通路を備えた押圧部材に前記袋の開口部側を挟持させる工程と
、
　前記押圧部材を容器内で下降させて前記材料を容器と共に押圧する工程と、
　前記押圧部材の通路内に材料を吸引させる工程とを含む、という手法を採っている。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、押圧部材が袋の開口部側を挟持しているため、袋は材料と共に押圧さ
れるようになる。
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　従って、袋が破けたり、材料が低粘度であるときに、押圧部材と袋との間から材料がは
み出してしまうという不都合を解消することができる。
　また、第１環状部材と第２環状部材とにより押圧部材を構成し、第１、第２環状部材の
間に袋の開口部側が挟持される構成としたことで、袋の開口部側を確実に挟み込むことが
できる。
　特に、第１環状部材に設けられた穴に嵌合する筒部を第２環状部材に設け、当該筒部の
外周面と穴の内周面との間に袋の外周部が挟持される構成では、袋の開口部側を穴に挿通
させておき、その後に、袋の開口部内部に第１環状部材を位置させて筒部と穴とを嵌合さ
せることで袋の開口部側を挟持可能となり、作業を簡単に行うことができる。
　また、前記板状部材を配置した構成では、押圧部材を袋から抜き出した際に、押圧部材
側に残る材料が落下する方向に流動したとしても、板状部材の孔が流動を妨げるように作
用し、材料の滴下を防止することができる。
　なお、本発明における材料は、特に限定されるものではないが、チクソ比３以下の湿気
硬化型シリコーンまたは湿気硬化型変成シリコーンが好ましい対象とされる。チクソ比と
は、「低いせん断速度の粘度の値」を「高いせん断速度の粘度の値」で除した値である。
低いせん断速度とは、例えば０．１(１／ｓ)であり、高いせん断速度とは１．０(１／ｓ)
である。粘度を測定する装置としては、REOLOGICA社製　VAR-50などが挙げられる。試験
の詳細はＪＩＳ－Ｋ７１１７に準拠する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係る材料圧送装置の概略平面図。
【図２】前記材料圧送装置の一部分解縦断面図。
【図３】袋の開口部側を挟持する際の作用説明図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。なお、本明細書において、
「上」及び「下」は、特に明示しない限り、図１を基準として用いられる。
【００１５】
　図１及び図２において、材料圧送装置１０は、材料Ｍが収容された袋１１と、この袋１
１を収容する上部開放型の容器１２と、袋１１の内部に連通する状態で、袋１１の上部た
る開口部１１Ａ側を挟持可能な押圧部材１３と、当該押圧部材１３の上部に配置され、押
圧部材１３の下降により袋１１内の材料Ｍを吸引して圧送するポンプ１５と、押圧部材１
３の外周側に位置する図示しないワイパープレートとを備えて構成されている。
【００１６】
　前記袋１１は樹脂製フィルムにより構成され、未使用状態では、内部に材料Ｍを収容し
た状態で上端側に帯状部材若しくは紐状部材を巻き付けて封止されている。材料の使用に
際して、容器１２内に袋１１を収容し、上端側の封止を解除することにより開口部１１Ａ
が形成される。なお、袋１１に収容される材料、すなわち圧送対象は、特に限定されるも
のではないが、本実施形態では、チクソ比１の湿気硬化型変成シリコーンが適用されてい
る。従って、材料Ｍは、概ね、水あめに近似した流動性を有したものとなる。
【００１７】
　前記容器１２は、本実施形態では、上下方向に向けられた略円筒状の周壁部２０と、こ
の周壁部２０の下部に位置する底壁部２１とからなる。本実施形態における容器１２は、
ペール缶を採用するものであるが、特にこれに限らず、樹脂製の容器を用いることでもよ
い。
【００１８】
　前記押圧部材１３は、第１環状部材２５と、当該第１環状部材２５の上部に位置した状
態で、当該第１環状部材２５に嵌合して一体化可能な第２環状部材２６とを含む。これら
第１、第２環状部材２５、２６は平面形状が円形であり、これにより、押圧部材１３の外
周面と容器１２の内周面との間に円形の隙間を残し、当該隙間にワイパープレートが配置
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可能となっている。
【００１９】
　前記第１環状部材２５は、中央部に通路を形成する穴２７を備えた略ドーナツ形状の板
状部材により構成されている。穴２４の内周面における上下方向中央部には、図２中拡大
図に示されるように、凹状の円周溝２９が形成され、当該円周溝２９にシールリング３０
が受容されるようになっている。なお、穴２４の上端及び下端は面取り２５Ａが施され、
第２環状部材２６を穴２４内に嵌合し易くなっている。
【００２０】
　前記第２環状部材２６は、第１環状部材２５の穴２４と同心円上に位置して通路を形成
する穴３２を有するとともに、当該穴３２回りの下面側に、第１環状部材２５に設けられ
た穴２４に嵌合する筒部３３を備え、これにより、筒部３３の外周面と前記穴２４の内周
面との間に袋１１の開口部１１Ａ側が挟持可能とされている。本実施形態では、筒部３３
は、第２環状部材２６に溶接等の手段を介して一体化されるように構成されているが、ボ
ルトを介して分離可能に設けることでもよい。また、筒部３３と第２環状部材２６とが一
体に加工された金属製構造体とすることもできる。ここで、筒部３３の下端側には、複数
の孔３５Ａが形成された板状部材としてのパンチングプレート３５が配置可能とされてい
る。このパンチングプレート３５は、押圧部材１３を袋１１から抜き出した際に、材料Ｍ
のチクソ比と孔３５Ａの直径との相関関係により、押圧部材１３及びポンプ１５の内部に
残る材料の滴下を防止するものである。従って、パンチングプレート３５の孔３５Ａの直
径は、材料Ｍのチクソ比との関係において決定されるが、本実施形態では、３ｍｍに設け
られている。なお、パンチングプレート３５は、図示しないボルトを介して筒部３３の下
端側に固定可能となっている。
【００２１】
　次に、前記材料圧送装置１０のセット要領、材料Ｍの吸引、圧送手順について、図３を
も参照して説明する。
【００２２】
　袋１１の開口部１１Ａ側を押圧部材１３が挟持する前の状態においては、第１、第２環
状部材２５、２６は分離された状態とされる（図３参照）。
　材料Ｍが収容されて封止されている袋１１を容器１２内に入れた状態で、袋１１の上部
に巻き付けた帯状部材等を取り除くことで開口部１１Ａが形成される。そして、この開口
部１１Ａを手で内側に絞り込むようにして首部に類似した形状とし、第１環状部材２５の
穴２４内に挿通する。
　このようにして穴２４を挿通した袋１１の開口部１１Ａ側は、第１環状部材２５の上面
に沿って外側に押し広げられる。
【００２３】
　次いで、第１環状部材２５の穴２４に筒部３３が嵌合するように第２環状部材２６を第
１環状部材２５の上面側に組み合わせ、第１、第２環状部材２６を連結する。これにより
、第１、第２環状部材２５，２６の合せ面間に袋１１の開口部１１Ａ側を挟持することが
できる。
　ポンプ１５に連結される図示しないノズル等を介して材料Ｍの吐出動作を開始するとき
は、第１、第２環状部材２５、２６及びポンプ１５を容器１２内で下降させることで、材
料Ｍに押圧力を付与し、押圧部材１３及びポンプ１５内に材料Ｍ吸引させることで外部に
圧送可能となる。材料Ｍの消費が完了したときに、新たな袋１１と交換されて材料交換若
しくは補充が行われることとなる。
　材料交換に際しては、上述した作業の反対作業を行って袋１１の挟持を解除し、新たな
袋１１に対して上述した作業を行えばよいことになる。
【００２４】
　従って、本実施形態によれば、押圧部材１３が材料Ｍ内に埋没してしまうことなく確実
に材料の圧送を行うことが可能となる、という効果を得る。
【００２５】
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　本発明を実施するための最良の構成などは、以上の記載で開示されているが、本発明は
、これに限定されるものではない。
　すなわち、本発明は、主に特定の実施の形態に関して特に図示し、且つ、説明されてい
るが、本発明の技術的思想及び目的の範囲から逸脱することなく、以上に述べた実施の形
態に対し、形状、数量、その他の詳細な構成において、当業者が様々な変形を加えること
ができるものである。
　従って、上記に開示した構成は、本発明の理解を容易にするために例示的に記載したも
のであり、本発明を限定するものではないから、それらの形状などの限定の一部若しくは
全部の限定を外した部材の名称での記載は、本発明に含まれるものである。
【００２６】
　例えば、本実施形態では、低チクソ比の粘性材料に好適なものとしたが、高チクソ比の
材料に適用することを妨げない。
　また、袋１１は、開口部１１Ａが第１、第２環状部材２５、２６の合せ面より外周に露
出する状態を図示したが、開口部１１Ａが第１、第２環状部材１１Ａの合せ面内に位置す
る状態で袋１１を挟持する態様としてもよい。
　要するに、本発明は、押圧部材１３によって袋１１を挟持し、且つ、袋１１を押圧する
ことで材料Ｍに押圧力を付与するように構成されていれば足りる。
【符号の説明】
【００２７】
　１０　材料圧送装置
　Ｍ　粘性材料
　１１　袋
　１２　容器
　２４、３２　穴（通路）
　１３　押圧部材
　１１Ａ　開口部－
　２５　第１環状部材
　２６　第２環状部材
　３３　筒部
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